
平成２５年度 平成２６年度
固定資産評価額 固定資産評価額

住宅用地の特例による軽減 住宅用地の特例による軽減
（１／６、１／３） （１／６、１／３）

　負担水準が９０％超のときは

　前年度課税標準額のまま据え置き →廃止部分

90%

　課税標準額＝ 　課税標準額＝
　　　前年度課税標準額 　　　前年度課税標準額

　　　　+本来の課税標準額×５％

20% 20%
　負担水準が２０％以下のときは 　負担水準が２０％以下のときは
　２０％相当額 　２０％相当額

本来の課税標準額 本来の課税標準額
（＝負担水準１００％） （＝負担水準１００％）

　…税額に変動なし

　負担水準が２０％～９０％未満のときは 　負担水準が２０％～１００％未満のときは

　　　　+本来の課税標準額×５％

　…税額が上がる 　…税額が上がる


